
令和８ 年度 給与支払報告書（総括表） 特 ・ 普
令和８ 年度 特別徴収 不能届出書 青森県 田子町 提出用

追 加

訂 正 令和 年 月 日提出 青森県 田子町 提出用

（宛先） 青森県 田子町長 ℡.0179-20-7112 Fax.0179-32-4294

給与の支払期間 令和 年 月分から 月分まで

個人番号又は
事 業 種 目

法人番号

受給者総人員 人

給与支払 田 特別徴収
子 （給与天引） 人

者所在地 町
報 普通徴収

TEL（ ） 告 （乙欄・退職・他） 人
人

フリガナ 員
合 計

人

※普通徴収に該当する人がいる場合、隣り

名 称 の特別徴収不能届出書及び給報適用欄に必

（氏 名） 要事項を記載し、必ず提出してください。

特別徴収不能届出書の提出がない場合は、

特別徴収扱いとなります。

給与支払者
が法人であ 前職（他社）分の給与を含めた
る場合の代 合算による年末調整実施者数
表者の氏名

人
連絡者の 課 係

氏名及び 氏名 ※詳細情報を給報摘要欄に記載して下さい

電話番号 TEL （ ） 所轄税務署 税務署

会計事務所 給与の支払方法

等の名称又 及びその期日 毎月 日

は担当及び
電話番号 TEL （ ） 納入書の送付 必 要 ・ 不 要

給与支払報告書（総括表）の記載にあたっての留意事項

１． この「給与支払報告書（以下「報告書」という）」は、地方税法（以下「法」という）
第317条の6第1項又は第3項に規定する給与について使用してください。

上 給与支払報告書（総括表）この用紙の左側です

２． 「給与支払者の個人番号又は法人番号」欄には、給与支払者の個人番号（行政手続におけ 不

る特定の個人を識別するための個人の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号
をいう）を記載する場合は、左側を１文字空けて記載してください。 能 特別徴収者 の 給与支払報告書（個人別明細書）

３． 「連絡者の氏名及び電話番号」欄には、この報告書について応答する者の氏名、所属課、 届 （個人住民税を給与から天引きする人）

係名及びその電話番号を記載してください。
出

４． 「会計事務所等名称」欄には、この報告書の提出を税理士等に依頼している場合にその連
絡先を記載してください。 書

特別徴収 不能届出書 この用紙の右側です

５． 「受給者総人数」欄には、１月１日現在において給与の支払をする事務所、事業所等から の

給与等の支払を受けている者の総人数を記載してください。
使

６． 「田子町報告人員」欄には、田子町に対して、「給与支払報告書（個人別明細書）」を提
出する者（退職者を含む）の延べ人数を記載してください。 い 普通徴収者 の 給与支払報告書（個人別明細書）

７． 給与支払報告書が個人事業主の場合は、別途書類が必要となります。同封しました「番号 方 （個人住民税を個人で直接納付する人）

法に基づく本人確認に必要な確認書類等」をご覧ください。
下

８． 当町に報告する従業員等がいない場合は提出不要のため、こちらの用紙は破棄してください。

９． eLTAXで報告書を提出される場合は、こちらの用紙の提出は不要のため破棄してください。

○特

郵 便 番 号

指定番号

←

(個人別明細書) ←

仕切

(個人別明細書) ←

田子町報告人員のうち、普通徴収分 計

○普

〒

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

特別徴収不能理由 人 数

人

人

人

人

人

人

人

★★特別徴収不能届は仕切紙として使用します★★

！！ここから下は切り取らないでください！！

※対象者の給与支払報告書の適用欄に該当するＡ～Ｆの英字を必ず記入すること※

総従業員数が２人以下（Ｂ～Ｆに該当する従業員を除く）

他の事業所で特別徴収されている（乙欄適用）

給与が少額で特別徴収の天引きができない

給与支払が不定期（毎月支払ではない）

専従者（農業・自営業など）

退職者・退職予定者及び休職者（4月1日現在で給与なし）


